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歩道との段差を改善した町道

高
齢
者
・
障
害
者
が
安
全
に
利

用
で
き
る
よ
う
、
道
路
や
公
園
整

備
基
準
を
条
例
化

車
い
す
利
用
者
や
、
車
い
す
を
利
用
し
て
い
な

く
て
も
移
動
が
困
難
な
高
齢
者
・
障
害
者
が
、

安
全
に
公
園
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
入
り
口
や

階
段
、
傾
斜
が
あ
る
箇
所
な
ど
の
設
置
基
準

を
定
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
道
を
新
設
す
る

と
き
、
ま
た
は
改
築
す
る
と
き
に
は
、
基
準
に

適
合
さ
せ
る
努
力
義
務
が
あ
り
ま
す
。

町
道
の
構
造
や
標
識
に
関
す
る

基
準
を
条
例
化

町
道
を
新
設
す
る
と
き
、
ま
た
は
改
築
す
る

と
き
の
基
準
を
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
町
が

定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
車
線
の
数
・

分
離
帯
・
停
車
帯
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩

行
者
道
、
歩
道
の
設
置
な
ど
の
基
準
を
細
か

く
設
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
道
に
設
置
す

る
案
内
標
識
等
の
寸
法
の
基
準
も
条
例
で
規

定
し
ま
す
。

町
営
住
宅
の
設
備
や
広
さ
な
ど

の
基
準
を
条
例
化

今
ま
で
公
営
住
宅
法
で
定
め
ら
れ
て
い
た
整

備
基
準
を
、
町
の
条
例
で
新
た
に
規
定
す
る

も
の
で
す
。
当
町
は
、
群
馬
県
と
同
じ
基
準

に
な
っ
て
お
り
、
今
後
建
設
す
る
町
営
住
宅

に
適
用
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
急

速
な
蔓
延
に
備
え
、
町
が
﹁
対
策

本
部
﹂
を
設
置
す
る
こ
と
を
条
例

化
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

の
制
定
に
伴
い
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や

新
型
感
染
症
へ
の
対
策
強
化
を
図
る
た
め
、

町
が
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
ま
す
。

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
・
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準

を
条
例
化

事
業
の
一
般
原
則
・
基
本
方
針
・
従
業
者
の

員
数
等
人
員
・
設
備
・
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
も
の
で
す
。

地域の実情に沿った地域の実情に沿った
　　　行政の展開に期待　　　行政の展開に期待

今まで国の政令・省令に則って行ってきた事務を、

地方自治体がみずからの判断と責任によって条例を制定し、

行うことになりました。

上飯島交差点上飯島交差点 条
例
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す
べ
て
原
案
可
決
︵
賛
成
全
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︶
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議
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条
例
の
改
正

す
べ
て
原
案
可
決
︵
賛
成
全
員
︶

町
職
員
の
定
数
が
３
名
ふ
え
ま
す

職
員
の
退
職
、
新
規
採
用
に
よ
り
、
４
月
１

日
か
ら
総
数
３
名
増
と
な
り
ま
す
。︵
町
長

部
局
の
職
員
＋
２
名
、
教
育
委
員
会
部
局
の

職
員
＋
１
名
︶

町
職
員
の
１
時
間
当
た
り
の
給
与

額
の
算
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す

職
員
の
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、

給
与
の
減
額
及
び
時
間
外
勤
務
手
当
等
の
支

給
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
方
公
務
員

に
は
、
労
働
基
準
法
の
適
用
が
一
部
あ
り
、

年
所
定
労
働
時
間
に
休
日
及
び
年
末
年
始
は

含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
町

は
、
休
日
な
ど
も
含
め
た
労
働
時
間
数
で
１

時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
算
定
し
て
い
ま
し

た
が
、
労
働
基
準
法
に
合
わ
せ
た
算
出
方
法

に
変
更
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
給

与
を
減
額
す
る
時
や
時
間
外
勤
務
手
当
を
支

給
す
る
際
の
時
間
単
価
が
、
約
７
％
ふ
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。︵
県
内
で
は
、
群
馬
県
の
ほ

か
、
前
橋
市
・
高
崎
市
・
伊
勢
崎
市
・
太
田
市
・

大
泉
町
・
邑
楽
町
な
ど
６
市
３
町
が
導
入
済
み
︶

﹁
障
害
者
自
立
支
援
法
﹂
の
法
律

名
改
正
に
伴
い
、
町
の
条
例
も
字

句
を
整
備
し
ま
す

新
た
な
法
律
名
﹁
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
﹂

に
名
称
が
変
更
と
な
っ
た
た
め
、
該
当
す
る
町

の
条
例
の
中
に
旧
法
律
名
で
規
定
さ
れ
て
い
た

箇
所
を
新
法
律
名
に
改
め
る
も
の
で
す
。

町
職
員
・
三
役
︵
町
長
・
副
町
長
・

教
育
長
︶・
非
常
勤
の
特
別
職
の
旅

費
︵
宿
泊
費
︶
が
減
額
と
な
り
ま
す

宿
泊
を
伴
う
出
張
時
に
支
給
さ
れ
て
い
た
宿

泊
料
が
、
１
万
３
１
０
０
円
か
ら
１
万
２
０

０
０
円
に
減
額
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
町
長

な
ど
の
特
別
職
・
非
常
勤
の
特
別
職
は
、
電

車
で
移
動
す
る
際
に
グ
リ
ー
ン
車
の
利
用
も

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し

職
員
は
、
特
別
職
に
随
行
す
る
場
合
の
み
グ

リ
ー
ン
車
を
利
用
で
き
ま
す
。
な
お
、
非
常

勤
の
特
別
職
と
は
、
農
業
委
員
・
教
育
委
員
・

選
挙
管
理
委
員
・
監
査
委
員
・
公
平
委
員
・

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
な
ど
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

　 　
　

町
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
議
員
の
旅

費
等
も
同
様
に
減
額
と
な
り
ま
す

小
口
資
金
の
融
資
期
間
が
さ
ら

に
延
長
さ
れ
ま
す

群
馬
県
小
口
資
金
促
進
制
度
要
綱
の
改
正
に

伴
い
、
平
成
22
年
度
以
前
に
融
資
を
受
け
た

者
は
最
長
３
年
間
融
資
期
間
を
延
長
で
き
る

と
し
た
特
例
措
置
︵
平
成
23
年
４
月
１
日
改

正
︶
を
、
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
さ
ら
に

期
間
延
長
す
る
も
の
で
す
。
今
回
で
２
回
目

の
延
長
措
置
に
な
り
ま
す
。

条
例
の
廃
止

す
べ
て
原
案
可
決
︵
賛
成
全
員
︶

国
民
健
康
保
険
の
﹁
マ
タ
ニ
テ
ィ

基
金
﹂
制
度
が
廃
止
さ
れ
ま
す

こ
の
基
金
は
、
出
産
育
児
一
時
金
を
受
け
る

ま
で
の
間
、
出
産
に
要
す
る
費
用
を
支
払
う

た
め
の
資
金
貸
し
付
け
を
目
的
と
し
て
、
平

成
14
年
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
被

保
険
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
各
種
制
度
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
平
成

21
年
１
月
を
最
後
に
利
用
が
な
く
、
今
後
も

利
用
の
見
込
み
が
な
い
た
め
、
制
度
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

﹁
ふ
る
さ
と
振
興
基
金
﹂
が
廃
止

さ
れ
、﹁
ふ
る
さ
と
創
生
基
金
﹂

に
積
み
立
て
ら
れ
ま
す

玉
村
町
に
は
、
地
域
づ
く
り
を
目
的
と
し
た

﹁
ふ
る
さ
と
振
興
基
金
﹂
と
﹁
ふ
る
さ
と
創
生

基
金
﹂
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
が
、
運
用
益
︵
利

息
︶
を
活
用
す
る
振
興
基
金
は
運
用
益
が
少

な
い
た
め
、
現
在
ま
で
一
度
も
使
用
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
一
方
、
取
り
崩
し
が
可
能
な
創

生
基
金
は
、
花
火
大
会
や
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
、

産
業
祭
、
町
民
体
育
祭
な
ど
に
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
振
興
基
金
を
廃
止
し
、

そ
の
原
資
を
創
生
基
金
に
積
み
立
て
て
活
用

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

基
金
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
事
業
費
用

徴
収
条
例
が
廃
止
さ
れ
ま
す

法
改
正
に
よ
り
、
こ
の
条
例
で
規
定
す
る
費

用
徴
収
等
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
た
め
、

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
を
受
け




